
 

 

 

社会福祉への寄附のお願い 
 

兵庫県社会福祉協議会の活動・事業にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本会が運営する「兵庫善意銀行」では、県民・企業・団体の皆様からお預かりした善意

の寄附を高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉のほか、社会福祉の向上に役立てます。 

ご寄附の金額は問いません。皆様からの善意の寄附をお待ちしております。 

 

 

本会へのご寄附について 

本会へ寄附をご希望の方は、まずはご連絡ください。 

※ご希望を確認の上、寄附の具体的な手続き等についてご案内いたします。 

税制上の優遇措置 

本会に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として税制上の優遇措置 

（所得控除または税 額控除、損金算入）を受けることができます。＜裏面参照＞ 

 

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 企画部 

〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1 兵庫県福祉センター内 

電話：078-242-4636 FAX：078-242-4153 info@hyogo-wel.or.jp 

  

※善意銀行は、お近くの各市町社会福祉協議会でも運営され、地域の社会福祉の向上 

などに役立てています。 

新型コロナウイルス感染が拡大し、「三密」（密閉・密集・密接）の防止が 

求められている今、改めて人と人とのつながりの大切さを実感します。 
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  社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として 

税制上の優遇措置（所得控除または税額控除、損金算入）を受けることができます。 

 

【個人の場合】 

１ 所得税関係 

寄附をした個人は確定申告によって所得税法上の「寄附金控除（所得控除）」(所得税法第78 条第2項第3号該 

当)または「税額控除」(租税特別措置法41条18の3該当)を受けることができます。 

 

①所得控除                                     

－2,000 円 

 

②税額控除 

－2,000 円  ×40％ 

 

※税額控除の際の控除対象額は、所得税額の25％を限度とします 

２ 住民税関係 

兵庫県の個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定されています。ただし、個人県民税から 

の税額控除については、本会に寄附を行った翌年の1月1日現在、県内にお住まいの方に限られます。 

①個人県民税税額控除  （寄附金額－2,000 円）×4％に相当する金額 

※都道府県・区市町村に対する寄附金等を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30％までと 

なります。 

３ 確定申告書の記載にあたっては、所得税に係る「寄附金控除」欄への記入に加え、「住

民税に関する事項」欄の「条例指定分 都道府県」欄に寄附金額を記入してください。 

 

【法人の場合】 

寄附した法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます（１、２ 

の併用可）。なお、会計経理において必ず損金経理の実施が必要となります。 

１ 一般損金算入限度額（法人税法第37 条第1項該当） 

{期末資本金等×2.5/1,000×事業年度の月数/12＋（所得金額＋支出した寄附金額）×2.5/100}×1/4 

※上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業を含めあらゆる寄附金について損金算入が認められている限度額 

です。 

２ 社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額（法人税法第37 条第4 項該当） 

社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄附金は、その合計額について上記１の一般損金算入限 

度額のほかに、別枠で損金算入することができます。 

{期末資本金等×3.75/1,000×事業年度の月数/12＋（所得金額＋支出した寄附金額）×6.25/100}×1/2 

※この場合には、確定申告書に法人税法第37 条第4 項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法 

施行規則別表14 の「寄附金の損金算入、試験研究法人等に対する寄附金及び指定寄附金に関する明細書」 

（用紙は税務署にあります）を添付してください。 

 

＊上記の措置を受けるため確定申告に際してこの領収書（所得税の寄附金税額控除を選択する

場合は加えて「税額控除に係る証明書」）が必要となりますので、相当期間大切に保存して

ください。 

＊詳細は、最寄りの税務署にご照会ください。 

その年中に支出した特定寄附金の合計額と、その年中の総所 

得金額等（総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合 

計額）の 40％相当額とのうち、いずれか少ない方の金額 

 
その年中に支出した特定寄附金の合計額と、その年中の総所 

得金額等（総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合 

計額）の 40％相当額とのうち、いずれか少ない方の金額 

 


